
富山市建設請負工事検査規程 
平成 17 年４月１日 

富山市訓令第 17 号 

（趣旨) 

第１条 この訓令は、本市が発注する建設請負工事（以下「工事」という。）の契

約の履行の確認のため、適正かつ能率的な検査に関して、必要な事項を定める

ものとする。 

（検査員） 

第２条 この訓令において、「検査員」とは、地方自治法（昭和 22 年法律第 67

号）第 234 条の２第１項の規定に基づき工事の検査を行う者をいう。 

２ 検査員は､財務部工事検査課の職員とする。 

３ 工事検査課長は、同一の時期に多数の検査が競合する場合その他特別の理由

があるときは、前項に掲げる者以外の職員を検査員に命ずることができる。 

（兼職の禁止） 

第３条 工事の監督員であったものは、その工事の検査員となることができない。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限り

でない。 

(1) 災害、その他非常事態の発生によって監督員であったもの以外の者をその

工事の検査員に命ずることが困難な場合 

(2) 維持修繕に関する工事で当該工事の完成後、直ちに検査を行わなければ工

事完成の確認が著しく困難な場合 

（検査業務の委託） 

第４条 市長は、検査について特に専門的な知識又は特殊な技能を必要とするこ

とその他の理由により検査員によって検査を行うことが困難であり、また適当

でないと認められるときは、市職員以外の者（以下「委託検査員」という。）に

検査を委託するものとする。 

２ 工事検査課長は、前項の規定により委託検査員をして検査が行われたときは、

その結果について第 9 条第 1 項の規定の例により報告書を作成させ、検査員に

提出させなければならない。 

３ 工事検査課長は、第 1 項の規定により委託検査員をして検査が行われるとき

は、必要に応じて検査員を立ち会わせることができる。 

 



（検査の種類） 

第５条 検査の種類は、次のとおりとする。 

(1) 完成検査 

(2) 一部完成検査 

(3) 既済部分検査（出来形検査） 

(4) 中間検査 

２ 完成検査は、工事が完成し、工事の完成を確認するために行う検査をいう。 

３ 一部完成検査は、当該工事の一部が完成し、かつ、当該完成部分が可分のも

ので引渡しができるときに行う検査をいう。 

４ 既済部分検査は、工事完成前に当該工事の既済部分に対し工事費の一部を支

払うときに行う検査をいう。 

５ 中間検査は、工事施工の過程において、監察及び指導を目的として行う検査

をいう。 

（検査の実施） 

第６条 工事担当の課長は、当該工事の受注者から、完成検査にあっては工事完

成、一部完成検査にあっては一部完成の旨の届出、既済部分検査にあっては、

その請求があったときは、内容を確認のうえ速やかに検査依頼書（様式第１号）

に必要な書類を添付し、工事検査課長に送付しなければならない。 

２ 工事検査課長は、工事担当の課長から前項の検査依頼書の送付を受けたとき

は、速やかに当該工事の検査を行う検査員を指名し、検査の期日及び検査員の

職氏名を検査通知書（様式第２号）により、工事担当の課長に通知するものと

する。 

３ 中間検査は、工事検査課長が必要と認めた場合に、適宜行うことができる。 

（検査の実施基準） 

第７条 検査は、契約書、仕様書、設計図書、工事写真その他関係書類に基づき、 

綿密かつ厳正に行わなければならない。 

２ 検査を実施するに当たっての必要な技術的基準は、工事検査課長が別に定め

る。 

（検査の立会） 

第８条 検査の実施に当たっては、当該工事に係る次の者を立ち会わせるもの 

とする。 

(1) 監督員又は工事担当課の担当係長 



(2) 受注者又は現場代理人及び主任技術者又は監理技術者 

(3) 工事検査課長が別に定める検査にあっては、工事に係る保証事業会社の社

員その他工事検査課長が必要と認める者 

（検査の復命等） 

第９条 検査員は、検査を実施したときは、次の各号に掲げる検査の種類の区分

に応じ、当該各号に定める書類により、速やかに工事検査課長に復命しなけれ

ばならない。 

(1) 完成検査及び一部完成検査 次に掲げる書類 

ア 検査調書（様式第３号） 

イ 検査内訳書（様式第４号） 

(2) 中間検査 検査調書（様式第３号） 

(3) 既済部分検査 次に掲げる書類 

ア 検査調書（様式第３号） 

イ 出来高調書（様式第５号） 

２ 検査員は、完成検査終了後直ちに工事検査課長が別に定めるところにより、

工事の成績を評定しなければならない。 

３ 工事検査課長は、検査が完了したときは、速やかに検査結果通知書（様式第

６号）により、工事担当の課長を経て当該工事の受注者に通知しなければなら

ない。 

（工事の修補） 

第 10 条 財務部長は、検査結果に基づき工事の受注者に当該工事の修補をさせる

場合は、工事修補請求書（様式第７号）を工事担当の課長を経て当該工事の受

注者に送付するものとする。この場合において、工事の修補が完了したときは、

工事の受注者は、当該工事の修補が完了した旨を財務部長に届け出なければな

らない。 

２ 工事の修補が軽易な場合にあっては、前項の規定にかかわらず、検査員は、

同項の手続きに代えて、工事修補指示書（様式第８号）により、工事の受注者

に当該工事の修補を指示することができる。この場合において、工事の修補が

完了したときは、検査員が当該工事の修補の完了を確認するものとする。 

３ 財務部長は、工事の受注者から第１項の規定による工事の修補の完了の届出

があったときは、速やかに、当該工事の検査を行った検査員に修補完了検査を

行わせなければならない。 



４ 前条第１項及び第３項の規定は、前項の修補完了検査について準用する。こ  

 の場合において、これらの規程中「工事検査課長」とあるのは、「財務部長」と

する。 

（工事管理の指導） 

第 11 条 検査員は、検査結果に基づき工事管理の悪いもの等に対し当該工事に係

る技術指導をすることができる。 

（検査台帳の整理等） 

第 12 条 検査員は、検査の結果を整理したうえ、検査台帳として保存しなければ

ならない。 

附 則 

この訓令は、平成 17 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 19 年３月 28 日富山市訓令第 12 号） 

この訓令は、平成 19 年４月１日から施行する。 

  附 則（平成 20 年３月 31 日富山市訓令第６号） 

この訓令は、平成 20 年４月１日から施行する。 

   附 則（平成 24 年４月 27 日富山市訓令第６号） 

 この訓令は、平成 24 年５月１日から施行する。 

   附 則（平成 29 年３月 31 日富山市訓令第１０号） 

この訓令は、平成 29 年４月１日から施行する。 

   附 則（平成 30 年３月 30 日富山市訓令第４号） 

この訓令は、平成 30 年４月１日から施行する。 

   附 則（令和６年３月 26 日富山市訓令第１号） 

この訓令は、令和６年４月１日から施行する。



様式第１号(第６条関係) 

 
年　　月　　日

（宛先） 工事検査課長

工事担当課長

契約番号

検査区分 ・完成　・一部完成　・既済部分　・中間

工事名

工事場所 富山市　　　　　　　　　　地内

契約日 　　　　年　　　月　　　日

工期 　　　　年　　　月　　　日　から　　　年　　　月　　　日　まで

請負代金額 設計金額

受注者

完成日 　　　　年　　　月　　　日

監督員

現場代理人

検査依頼書

　次の検査を依頼します。



様式第２号(第６条関係) 

 
年　　月　　日

（宛先） 工事担当課長

工事検査課長

契約番号

検査区分 ・完成　・一部完成　・既済部分　・中間

工事名

工事場所 富山市　　　　　　　　　　地内

契約日 　　　　年　　　月　　　日

工期 　　　　年　　月　　日　から　　　年　　　月　　　日　まで

請負代金額 設計金額

受注者

完成日 　　　　年　　　月　　　日

検査日 　　　　年　　　月　　　日

検査員

検査通知書

　　　　年　　月　　日付けで依頼のありました工事の検査を次のとおり実施します。



様式第３号(第９条関係) 

 

契約番号

検査区分 ・完成　・一部完成　・既済部分　・中間

工事名

工事場所 富山市　　　　　　　　　　地内

契約日 　　　　年　　　月　　　日

工期 　　　　年　　　月　　　日　から　　　年　　　月　　　日　まで

請負代金額 設計金額

受注者

完成日 　　　　年　　　月　　　日

担当所属

監督員

検査員

検査日 　　　　年　　　月　　　日

発注者立会人

受注者立会人

検査結果 ・合格　・不合格 出来高率 　　　　　％

検査所見

検査調書



様式第４号(第９条関係)                     

工事評定点数  

  

検 査 内 容 判　　定

適　　否

適　　否

適　　否

適　　否

路　盤　厚 適　　否

盛　土　厚 適　　否

適　　否

削孔 適　　否

測定 適　　否

適　　否

適　　否

締固め度 適　　否

骨材粒度 適　　否

適　　否

適　　否

適　　否

適　　否

適　　否

適　　否

適　　否

適　　否

適　　否

適　　否

適　　否

備 考

検　　査　　内　　訳　　書

破 壊 測 定

出 来 形

写 真 判 定

デ ー タ 及 び 観 察

不 可 視 部

路 面 平 坦 性

項　　　　　目 方 法

外 観

明 視 部

品 質

施 工 状 況

掘 削 測 定

コアー厚（As、Co　等 ）

形 状 判 定

現 場 整 理

テストピース厚 (区画線）

樹 型 ・ 樹 勢

芝 付 工

遊 具 類

配 管 類

路 盤

コ ン ク リ ー ト 強 度

ア ス フ ァ ル ト 量

二 次 製 品

記 録 管 理

提 出 書 類

接 地 抵 抗

絶 縁 抵 抗

安 全 管 理

 



数　量 単位 単　価 金　額 数　量 単位 単　価 金　額

摘　　要
（出来高歩合）

様式第５号（第９条関係）

出　　　　来　　　　高　　　　調　　　　書

設　計　数　量
工　　種 名　　　　　称

出　来　高　数　量



様式第６号（第９条関係） 

 第     号 
  年  月  日

様 

富山市長       印 

検査区分 ・完成 ・一部完成 ・既済部分 ・中間 

工事名

工事場所 富山市          地内

請負代金額

契約日     年   月   日 

工期     年   月   日 から   年   月   日 まで 

完成日     年   月   日 

検査日     年   月   日 

検査結果 ・合格 ・不合格 

不合格部分

評定点 点 出来高率 ％ 

 

 

検査結果通知書 

 検査の結果について、次のとおり通知します。



様式第７号（第 10 条関係） 

 

                              第     号 

                              年  月  日 

 

               様 

 

 

                      富山市長           ㊞ 

 

 

工 事 修 補 請 求 書 
 

次の工事について、記載事項のとおり修補を請求します。 

修 補 事 項

工 事 名

修 補 期 限 　　　　 年  月　日 監督員の氏名

工 事 場 所 富山市　　　　　　地内 　　    年  月  日 から

　　    年  月  日 まで

検 査 日 　　　　 年  月  日 検査員の氏名

請 負 金 額 　　　　　　　　　　円

契 約 工 期

 
 



様式第８号（第 10 条関係） 

                              第     号 

                              年  月  日 

 

               様 

 

 

                     検査員 

   職氏名            ㊞ 

 

 

工 事 修 補 指 示 書 
 

次の工事について、記載事項のとおり修補を指示します。 

　　　　　　    　年　　　月　　　日

　　　　富山市　　　　　　　　　　　地内

検 査 年 月 日

修 補 期 限

　　　　　　    　年　　　月　　　日

　　　　　　    　年　　　月　　　日

修 補 事 項

工 事 名

工 事 場 所

完 成 年 月 日

 


